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１「農地利用変更届」について 

２「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 
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「開 会  午後 ２時０５分」 

 

 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さん、こんにちは。本日は１０番員より欠席届が提出されております。本日の出席委員は３６名で

あります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第３回霧島市農業委員会定例総会を

開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布の議案書のとおりでございます。議案の修正があり

ますので、事務局より報告をさせます。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

それでは、本日の会議録署名委員を指名いたします。２３番委員、２４番委員にお願いいたします。

議事に入る前に諸般の報告・事務局報告をいたします。事務局。 

 

○砂田事務局長 

それでは先月の定例総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔１４件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項等解約通知報告です。利用権解約のうち、賃借権通知報告１６件、使用貸借権

通知報告３件、農地法第３条解約の使用貸借権通知報告１件の、計２０件が提出されております。続い

て、時効取得通知１７件、農地法第３条の許可取消願い、国分の３番の１件が提出されております。以

上で報告を終わります。 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告が終わりました。では、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号 「農地利用変更届」について 

 

○議長（会長） 

 議案第１号「農地利用変更届について」を議題といたします。当委員会に対し、農地の利用変更に係

る届出が３件提出されましたので、審議を求めます。この件について現地調査が行われておりますので、
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調査委員の意見報告をお願いします。国分の１番、３番委員。 

 

○３番委員 

 １号１番を報告します。 

 申請地は剣之宇都公民館の南に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は田、南は田、東

は道路、西は田である。利用変更目的は畑として使用するものである。工事内容は黒土を７０ｃｍ盛土

するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思われる。以上のような理由に

より、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

 １号２番を報告します。 

 申請地は市営日当山団地の南に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は田の不耕作地、

南は宅地、東は田の不耕作地、西は田の不耕作地である。利用変更目的は畑として使用するものである。

工事内容は現状のまま利用するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思わ

れる。以上のような理由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、４番委員。 

 

○４番委員 

 １号３番を報告します。 

 申請地は宮西公民館の南東に位置しており、現況は田である。申請地の北は道路、南は宅地、東は田、

西は５条申請地である。利用変更目的は畑として利用するものである。工事内容は黒土を５０ｃｍ盛土

するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思われる。以上のような理由に

より、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告がありました。これより審議に入ります。この件について質疑・討論は

ありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第１号「農地利用変更届について」の届出

は妥当であるという意見です。受理することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 



 3 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第１号「農地利用変更届について」は、受理することに決定いた

しました。 

 

 

 

△ 議案第２号 農用地利用集積計画の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第２号「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定について」を

議題といたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき、利用権設定の賃借権７１件、使

用貸借権１６件の計８７件について市長より意見を求められております。なお、国分の２１番は取り下

げられましたので、残り８６件について、当委員会での審議を求めます。ただし、利用権設定８６件の

うち４４件は、再設定及び認定農業者でありますので、ご承認いただくこととし、新規の４２件につい

て審議を行います。それでは調査委員の意見報告を求めます。利用権設定の国分の２番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

２号利用権設定の２番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、５２，０７６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

２号利用権設定の３番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３，３４６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番、３番委員。 

 

○３番委員 

２号利用権設定の４番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、８，６１５㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で
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あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番と６番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

２号利用権設定の５番と６番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書どおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。新規就農でじゃがいも、里芋等を作るとの事です。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

２号利用権設定の８番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１０，３７８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、６番委員。 

 

○６番委員 

２号利用権設定の９番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、４，２１７㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番から１３番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

２号利用権設定の１０番から１３番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書どおり耕作すると認められる。ま
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た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。昨年、農地パトロールで緑判定だった田であり、キャベツと水稲の二毛作をする予定との事です。

以上です。 

 

○議長（会長） 

１４番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

２号利用権設定の１４番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２２，４８４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１５番、３番委員。 

 

○３番委員 

２号利用権設定の１５番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２，５７０㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１８番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

２号利用権設定の１８番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１１，８５５㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２８番と２９番、２９番委員。 

 

○２９番委員 

２号利用権設定の２８番と２９番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 
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借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。新規就農で、有機栽培でピーマン、オクラ、ししとう等を作るとの事です。以上です。 

 

○議長（会長） 

３０番から３５番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

２号利用権設定の３０番と３１番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１７，６３８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。 

 

２号利用権設定の３２番から３５番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

申請地の３５番は不耕作地でありましたが、昨年、再生しました。 

借人は、現在、９３，５８６㎡のすべてについて耕作している。また、農業生産法人であり、農作業

に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認めら

れる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上で

す。 

  

○議長（会長） 

３８番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

２号利用権設定の３８番を報告します。 

借人は、現在、１４，７２３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常

時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３９番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

２号利用権設定の３９番を報告します。 

借人は、現在、１，２７４㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

４９番から５３番及び５７番、５番委員。 

 

○５番委員 

２号利用権設定の４９番から５３番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３，９８４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。 

 

２号利用権設定の５７番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２４，６３１㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６６番、１番委員。 

 

○１番委員 

２号利用権設定の６６番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３６，６６８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６８番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

２号利用権設定の６８番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２４，１０３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７０番、２９番委員。 

 

○２９番委員 
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２号利用権設定の７０番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書どおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具も完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７１番、１５番委員。 

 

○１５番委員 

２号利用権設定の７１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３４，７８６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７５番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

２号利用権設定の７５番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、６８，９５２㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７９番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

２号利用権設定の７９番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１５，９８３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８０番、４番委員。 

 

○４番委員 
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２号利用権設定の８０番を報告します。 

借人は、現在、４，５９６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８３番と８４番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

２号利用権設定の８３番と８４番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

借人は、現在、８２３㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時従事

している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。以上

のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８５番と８６番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

２号利用権設定の８５番と８６番は、借人が同一の為、まとめて報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書どおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具はすべて、おばより借り、足りないものは揃えていく

とのことです。申請地を効率的に利用することができると認められる。以上のような理由により、借人

は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。みかんのボックス販売を考えているとの事で

す。以上です。 

 

○議長（会長） 

８７番、２４番委員。 

 

○２４番委員 

２号利用権設定の８７番を報告します。 

借人は、曽於市の認定農業者であり、現在、１４８，８０３㎡のすべてについて耕作している。また、

専業農家であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用す

ることができると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えている

ものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査委員から意見報告がありました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 
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○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定に

ついて」は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、妥当なものであるという意見

です。これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」は、承認する

ことに決定いたします。 

 

 

 

△議案第３号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請が、所有権移転１３件、賃借権設定１件の計１４件が

提出されましたので、この処分について審議を求めます。なお、国分の３番は、議事参与の関係で別途

審議いたします。それでは、調査委員の意見報告を求めます。国分の１番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

３号１番を報告します。 

申請地は木原公民館の南東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は６，６５３㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、６番委員。 

 

○６番委員 
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３号２番を報告します。 

申請地は本川公園の西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は設定

されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具はトラクターとコンバインを完備しており、田植機は知人より借りるとの事です。取得後におい

て農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の

権利取得後の耕作予定面積は１５，９９０㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域にお

ける農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由によ

り、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

３号４番を報告します。 

申請地は塚脇小学校の南に位置しており、現況は畑と田である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１０２，６３９㎡で下限面積

要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支

障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと

思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、３２番委員。 

 

○３２番委員 

３号５番を報告します。 

申請地は溝辺温泉センターの南東に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収

益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められ

る。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕

作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１０，２０９㎡で下限面

積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しない

と思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６番、２９番委員。 

 

○２９番委員 

３号６番を報告します。 
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申請地は佐々木小学校の南東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２２，６０３㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、１番委員。 

 

○１番委員 

３号７番を報告します。 

申請地は大窪保育園の北に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は４名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５５，６２３㎡で下限面積要件を満

たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ず

る恐れがない。受人は農業生産法人以外の法人であるが、取得後において農地等を適正に利用していな

い場合の契約解除条件が契約書に記載されており、かつ地域の他の農業者との適切な役割分担のもとに

継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれる。また、業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常

時従事すると認められる。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項第２号に該当するが、

同条第３項の例外規定のすべてを満たすため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

３号８番を報告します。 

申請地は入水公民館の北と西に位置しており、現況は田と畑である。申請地の＊＊＊＊番＊には平成

３３年３月まで、その他は平成３０年８月まで、受人が使用収益権を設定している。今回の申請に当た

って解約通知が提出されている。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認

められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用

して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１１０，５８６㎡

で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、２３番委員。 
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○２３番委員 

３号９番を報告します。 

申請地は宇都山公民館の西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，６５０㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

３号１０番を報告します。 

申請地は高畑公民館の東に位置しており、現況は荒地である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，８９３㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番、４番委員。 

 

○４番委員 

３号１１番を報告します。 

申請地は沢馬場公民館の南東に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４，８８０㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１２番から１４番、３２番委員。 
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○３２番委員 

３号１２番から１４番は、受人が同一の為、まとめて報告します。 

１２番の申請地は前川内公民館の北西に位置しており、現況は飼料畑、１３番と１４番の申請地は内

場集落センターの南に位置しており、現況は飼料畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設定

されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，８３４㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第３号「農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定について」の国分の３番を除く１３件は、農地法第３条第２項の各号に該当しないため許

可相当という意見です。これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」

の国分の３番を除く１３件は、許可することに決定いたします。 

次に、国分の３番を審議いたしますので、３０番委員は退席を願います。 

 

○         〔３０番委員退席〕 

 

これも事前に現地調査が行われておりますので、調査委員の意見報告を求めます。国分の３番、２３

番委員。 

 

○２３番委員 

３号３番を報告します。 
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申請地の＊＊＊番＊は国分南中学校の南に位置し、現況は田、申請地の＊＊＊番＊は国分南中学校の

東に位置し、現況は畑、申請地の＊＊＊＊番＊は下井保育園の北東に位置し、現況は田である。申請地

には所有権以外の使用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に

常時従事すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべ

てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は

７，３９０㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２

項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第３号「農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定について」の国分の３番は、農地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という

意見です。これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」

の国分の３番は、許可することに決定いたします。３０番委員は着席してください。 

 

○         〔３０番委員着席〕 

 

 

 

△議案第４号 「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題といたします。

農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更について、市長より意見を求められております

ので、当委員会での審議を求めます。今回は用途変更２件が提出されました。この件について現地調査

が行われておりますので、調査委員の意見報告をお願いします。用途変更、国分の１番を、３０番委員。 

 

○３０番委員 

４号用途変更１番を報告します。 

申請地は法務局霧島支局の北西に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は水路、南は畑、
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東は畑、西は畑である。用途区分変更目的は農業用倉庫を建築するものである。周囲の農地の用水路及

び排水路は確保されている。申請地は農用地の外周部に位置しており、用途区分変更することで、周囲

の農地に及ぼす影響は軽微であると思われ、用途区分変更はやむを得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

４号用途変更２番を報告します。 

申請地は宇都山公民館の南西に位置しており、現況は宅地である。申請地の北は申請地残地、南は申

請地残地、東は田、西は雑種地である。用途区分変更目的は農業用倉庫を建築するものである。周囲の

農地の用水路及び排水路は確保されている。申請地を用途区分変更することで、周囲の農地に及ぼす影

響は軽微であると思われ、用途区分変更はやむを得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。この件ついて質疑・討論はありませんか。２１番委員。 

 

○２１番委員 

２番について、経営面積が０㎡ですが、経緯をお願いします。 

 

○議長（会長） 

事務局。 

 

○江藤主任主事 

申請地は申出人の父親の土地ですが、既に亡くなられており、現在未相続の状態です。今後は本人が

母親と弟と共に耕作していく予定との事です。４月に耕運、作付けをし、ジャガイモと大豆を耕作する

との事です。 

 

○議長（会長） 

２１番委員。 

 

○２１番委員 

それでは経営面積は、全体の８９５㎡から農業用倉庫分の１２３㎡を引いた面積という事ですか。 

 

○議長（会長） 

事務局。 

 

○江藤主任主事 

そうなります。 
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○議長（会長） 

２１番委員。 

 

○２１番委員 

台帳上、経営面積０㎡のままですが、今回の申請は認められるのですか。 

 

○議長（会長） 

事務局。 

 

○江藤主任主事 

台帳上は０㎡ですが、実質的に耕作予定の土地があり、また、申出人から耕作の意思の確認も取れて

おりますので、それをもって農業用倉庫としての申請を受けるという判断です。 

 

○議長（会長） 

２１番委員。 

 

○２１番委員 

わかりました。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。４番委員。 

 

○４番委員 

２番について、亡くなられた父親は、他にも水稲を作っていた農地があったはずですが、それらはど

うなっていますか。 

 

○議長（会長） 

事務局。 

 

○江藤主任主事 

申請地とは別に父親名義の農地を持っていらっしゃいますが、田として耕作するのが難しく、現在は

保全管理状態のようです。今後は買い手を探して売る考えもあるようです。申請地の田についても一緒

に作業する母親が高齢であることから、田としての耕作は難しいため、畑として利用し、耕作していく

との事です。 

 

○議長（会長） 

４番委員。 

 

○４番委員 

保全管理の土地面積はどのぐらいありますか。未相続地かと思われますが、保全管理の状態はどうな
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っているのですか。 

 

○議長（会長） 

事務局。 

 

○江藤主任主事 

同じく未相続状態の農地です。正確ではありませんが、面積は１反ほどであったかと思います。保全

管理はきちんとされているようです。 

 

○議長（会長） 

４番委員。 

 

○４番委員 

わかりました。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更

申出の意見決定について」の用途変更２件は許可という意見です。これについて承認することに賛成の

方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」の用途変更２件は許可という意見を市長に答申することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第５号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請８件が提出されましたので、この処分について審議を

求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、議案書記載順に調査委員の意見報告を求め

ます。国分の１番、１２番委員。 
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○１２番委員 

 ５号１番について報告します。 

 申請地は新町公民館の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については現状のまま駐車場にするため不要。法定小作人なし。転用目的は駐車場にするもの

であり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４２㎡であり、また、隣接地の宅

地４２９．２４㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４７１．２４㎡である。駐車場に利用するた

めには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は不耕作地、南は宅地、北は宅地である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、３２番委員。 

 

○３２番委員 

 ５号２番について報告します。 

 申請地は塚脇小学校の南東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１７年４月頃、ロール置場に

してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２

種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人な

し。転用目的はロール置場を建設するものであり、既に申請どおりの用途に利用されている。計画面積

は２，１２７㎡であり、ロール置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅

地、西は山林、南は山林と宅地、北は山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措

置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

 ３番から５番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

 ５号３番について報告します。 

 申請地は溝辺小学校の北東に位置し、現況は畑である。なお、平成２８年２月頃、コイン精米機を設

置してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、１種農地の農業用施設等に該当すると思

われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されてい

る。法定小作人なし。転用目的はコイン精米所、無人販売所等を建設するものであり、計画性も妥当で

あるため実現は確実と思われる。計画面積は１４８㎡であり、コイン精米所、無人販売所等に利用する

ためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は宅地、北は畑である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。 
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 ５号４番について報告します。 

 申請地は溝辺小学校の北に位置し、現況は宅地である。なお、平成１８年１０月頃、宅地にしてしま

ったという始末書が添付されている。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居

住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該

当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を

建設するものであり、既に申請どおりの用途に利用されている。計画面積は３７７㎡であり、一般住宅

はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は４条申請地、北は畑

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ５号５番について報告します。 

 申請地は溝辺小学校の北に位置し、現況は宅地である。なお、平成１３年頃、切土してしまったとい

う始末書が添付されている。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者

の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該当すると

思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は貸中古車展示場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実

現は確実と思われる。計画面積は６１３㎡であり、貸中古車展示場に利用するためには相当な面積であ

ると思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は道路、北は４条申請地である。隣接地については被害

防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用

はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ６番、２９番委員。 

 

○２９番委員 

 ５号６番について報告します。 

 申請地は万膳地区公民館の北東に位置し、現況は宅地である。なお、昭和５８年から平成１０年頃に

かけて、農業用倉庫、畜舎等を建築してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、他のい

ずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達について

は転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農業用倉庫、畜舎等を建設するものであり、既に申

請どおりの用途に利用されている。計画面積は１，９４９㎡であり、農業用倉庫、畜舎等に利用するた

めには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は山林、南は山林、北は山林である。隣接

地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような

理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ７番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ５号７番について報告します。 
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 申請地は西瓜川原公民館の南に位置し、現況は雑種地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については造成済のため不要。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計

画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３６７㎡であり、普通車１０台分の駐車場に

利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は雑種地、南は田、北は宅地で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ８番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

 ５号８番について報告します。 

 申請地は糸走不燃物処理場の南に位置し、現況は宅地である。なお、平成１５年から１８年頃にかけ

て、倉庫及びプレハブを建築してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの

要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用

済のため不要。法定小作人なし。転用目的は倉庫及びプレハブを建設するものであり、既に申請どおり

の用途に利用されている。計画面積は１，０４１㎡であり、倉庫及びプレハブに利用するためには相当

な面積であると思われる。申請地の東は原野、西は山林、南は不耕作地、北は山林である。隣接地につ

いては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由に

より、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第５号「農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定について」は、転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成

の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 
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 全員賛成であります。よって、議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可するということに決定します。つきましては、２５日開催の県農業会議に諮問いたします。 

 

 

 

「休 憩  午後 ３時１０分」 

「再 開  午後 ３時２０分」 

 

 

 

 

△ 議案第６号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請３０件が提出されましたので、この処分について審議

を求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、調査委員の意見報告を求めます。なお、

国分の１１番は議事参与の関係で別途審議いたします。国分の１番を３番委員。 

 

○３番委員 

 ６号１番について報告します。 

 申請地は市営重久団地の南に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は山林にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は

５５６㎡であり、申請地にクヌギ５０本を植林するもので相当な面積であると思われる。申請地の東は

倉庫、西は住宅、南は山林、北は倉庫である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置を

とるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上

です。 

 

○議長（会長） 

 ２番と３番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

 ６号２番について報告します。 

 申請地は下平住宅の南に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供する

施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、そ

の規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。資金の

調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計
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画面積は１，２９２㎡であり、建売住宅５棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は田、西は道路、南は田、北は田である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置を

とるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号３番について報告します。 

 申請地は久保田運動広場の北に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農

地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。

また融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性

も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３３０㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡で

あるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は水路、南は道路、北は田である。隣接地については

被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ４番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ６号４番について報告します。 

 申請地は国分駅の北に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は共同住宅及び自転車置場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は１，２０５㎡であり、共同住宅及び自転車置場に利用するためには相当な面積である

と思われる。申請地の東は道路、西は田、南は宅地、北は不耕作地と道路である。隣接地については被

害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転

用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ５番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ６号５番について報告します。 

 申請地は国分中央高校小畑農場の東に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は宅地分譲３区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と

思われる。計画面積は１，０２１㎡であり、また、隣接地の公衆用道路５．４８㎡を一体利用するもの

で、またその同意は得られている。全体計画面積は１０２６．４８㎡である。宅地分譲３区画に利用す

るためには相当な面積であると思われる。都市計画の用途が定められた第１種中高層住居専用地域内で
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あるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は水路、南は水路、北は道路である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ６番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

 ６号６番について報告します。 

 申請地は国分北小学校の西に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周

辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地

の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。

また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も

妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は８８９㎡であり、普通車２０台、大型車３台分の駐

車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は宅地、南は田、北は水

路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ７番から９番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ６号７番について報告します。 

 申請地は松木公民館の北西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積

は４８８㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は畑と宅地、

西は宅地、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号８番について報告します。 

 申請地は松木公民館の北西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は通路を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積

は２８㎡であり、通路を建設し、道路幅を広くして利用するためには相当な面積であると思われる。申

請地の東は畑、西は通路、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。 
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 ６号９番について報告します。 

 申請地は松木公民館の南に位置し、現況は運動場である。なお、昭和６３年頃、運動場にしてしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内に

ある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金

であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住

宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４０４㎡であり、

一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は運動場、南は運動場、

北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １０番、３２番委員。 

 

○３２番委員 

 ６号１０番について報告します。 

 申請地は有下公民館の北に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周辺

の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の

集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また

融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性も妥

当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，５８６㎡であり、建売住宅７棟を建設するために

は相当な面積であると思われる。申請地の東は道路と宅地、西は水路と道路、南は水路と宅地、北は道

路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １２番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

 ６号１２番について報告します。 

 申請地は平山公民館の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，４２０㎡であり、申請地に

クヌギ２００本を植林するもので相当な面積であると思われる。申請地の東は山林、西は不耕作地、南

は山林、北は山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １３番と１４番、３１番委員。 
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○３１番委員 

 ６号１３番について報告します。 

 申請地は敷根郵便局の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため

問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は貸家を建設するも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３４５㎡であり、貸家１棟を建

設するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は宅地、南は道路、北は道路であ

る。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上

のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号１４番について報告します。 

 申請地は敷根公民館の北西に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の周

辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地

の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。ま

た融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性も

妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５１５㎡であり、建売住宅２棟を建設するためには

相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は水路、南は道路、北は田である。隣接地につい

ては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由によ

り、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １５番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

 ６号１５番について報告します。 

 申請地は国分インターチェンジの北に位置し、現況は田である。農地区分は、申請地から３００ｍ以

内に高速インターチェンジ出入口が存するため、３種農地の３００ｍ以内農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は建設機械修理工場及び事務所を建設するものであり、計画性も妥当であるため

実現は確実と思われる。計画面積は２，４７６㎡であり、建設機械修理工場及び事務所を建設するため

には相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は水路、南は道路、北は水路である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １６番、３２番委員。 

 

○３２番委員 

 ６号１６番について報告します。 
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 申請地は塚脇小学校の東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１３年頃、造成してしまったと

いう始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他

の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は

ロール置場を建設するものであり、既に申請どおりの用途に利用されている。計画面積は５９９㎡であ

り、ロール置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は雑種地、西は道路、南

は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １７番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

 ６号１７番について報告します。 

 申請地は塚脇小学校の南東に位置し、現況は山林である。なお、平成１３年５月頃、山林にしてしま

ったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地の

その他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用

目的は山林するものであり、既に申請どおりの用途に利用されている。計画面積は２，５７４㎡であり、

申請地に全て植林するもので相当な面積であると思われる。申請地２３２３番１の東は山林、西は不耕

作地、南は道路、北は不耕作地、申請地２３６５番２は四方山林である。隣接地については被害防除計

画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむ

を得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １８番、２９番委員。 

 

○２９番委員 

 ６号１８番について報告します。 

 申請地は山住住宅の北に位置し、現況は宅地である。なお、平成５年頃、造成してしまったという始

末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地

に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農機具

保管庫、作業場、ロール置場及び育苗施設を建設するものであり、既に申請どおりの用途に利用されて

いる。計画面積は７４６㎡であり、農機具保管庫、作業場、ロール置場及び育苗施設に利用するために

は相当な面積であると思われる。申請地の東は雑種地、西は宅地、南は道路、北は原野である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １９番、３０番委員。 

 

○３０番委員 
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 ６号１９番について報告します。 

 申請地は入水自治公民館の北東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１３年頃、ロール置場に

してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、

２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人

なし。転用目的はロール置場にするものであり、既に申請どおりの用途に利用されている。計画面積は

８４０㎡であり、ロール置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は山林、西

は山林、南は道路、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２０番と２１番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

 ６号２０番について報告します。 

 申請地は小浜里中・下公民館の西に位置し、現況は田である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするも

のであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は７０２㎡であり、申請地に全て

植林するもので相当な面積であると思われる。申請地の東は水路と道路、西は田と山林、南は田、北は

山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われ

る。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号２１番について報告します。 

 申請地は小田西公民館の北西に位置し、現況は田である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当し

ない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため

問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするもので

あり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は７７９㎡であり、申請地に全て植林

するもので相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は畑と荒地、南は水路、北は道路であ

る。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上

のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２２番と２３番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ６号２２番について報告します。 

 申請地は住吉運動公園の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積
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は１，２４９㎡であり、共同住宅２棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は

道路、西は道路、南は畑、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号２３番について報告します。 

 申請地は富隈地区公民館の北東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は貸店舗と共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は８５３㎡であり、貸店舗と共同住宅に利用するためには相当な面積であると思われる。

申請地の東は宅地、西は宅地、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載して

ある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２４番から２７番、４番委員。 

 

○４番委員 

 ６号２４番について報告します。 

 申請地は市営菩提寺団地の西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が

定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の

調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画

面積は３４３㎡であり、また、隣接地の雑種地７２㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４１５㎡

である。普通車１２台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、

西は畑、南は宅地、北は宅地と畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとる

ため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号２５番について報告します。 

 申請地は市営大津団地の西に位置し、現況は雑種地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画

面積は２４７㎡であり、また、隣接地の宅地３１５．７㎡を一体利用するもので、全体計画面積は５６

２．７㎡である。共同住宅１棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路と

雑種地、西は田と畑、南は宅地、北は雑種地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある

措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号２６番について報告します。 

 申請地は市営大津団地の西に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定
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められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は宅地分譲３区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は８８５㎡であり、宅地分譲３区画を建設するためには相当な面積であると思われる。都市計

画の用途が定められた第１種住居地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南

は道路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号２７番について報告します。 

 申請地は霧島市水道部の北西に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が

定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の

調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画

面積は６０３㎡であり、車２２台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は国道、西は田、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措

置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２８番から３０番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

 ６号２８番について報告します。 

 申請地は宮内小学校の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の

用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地

の区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思わ

れる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は２，１２０㎡であり、建売住宅８棟を建設するためには相当な面積であると思われる。

申請地の東は宅地、西は宅地、南は５条許可地、北は道路と宅地である。隣接地については被害防除計

画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむ

を得ないと思われる。 

 

 ６号２９番について報告します。 

 申請地は宮内小学校の北に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用

に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の

区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われ

る。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は看板を設置するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は３５㎡であり、看板用地として利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東
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は水路、西は道路、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ６号３０番について報告します。 

 申請地は牧之原中学校の南に位置し、現況は通路である。なお、昭和６０年頃、通路にしてしまった

という始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその

他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資

証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は通路を建設するものであり、既に申請どおりの用

途に利用されている。計画面積は１５８㎡であり、通路に利用するためには相当な面積であると思われ

る。申請地の東は畑、西は畑、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載し

てある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第６号「農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について」は、国分の１１番を除く２９件は、転用はやむを得ないということで許可とい

う意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

は、国分の１１番を除く２９件は、転用は許可ということに決定いたしました。つきましては２５日開

催の県農業会議に諮問いたします。 

次に、国分の１１番を審議いたしますので、３０番委員は退席を願います。 

 

○        〔３０番委員退席〕 

 

○議長（会長） 

これも事前に現地調査が行われておりますので、調査委員の意見報告を求めます。国分の１１番、３
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２番委員。 

 

○３２番委員 

 ６号１１番について報告します。 

 申請地は湊地区自治公民館の北に位置し、現況は農業用施設用地である。なお、平成１３年から１４

年頃、造成してしまったという始末書が添付されている。農地区分は、農用地区域内農地に該当すると

思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は通路、選果場及び堆

肥置場を建設するものであり、既に申請どおりの用途に利用されている。計画面積は９０４㎡であり、

通路、選果場及び堆肥置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は田、西は田、

南は水路、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はな

いものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告が終わりました。この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第６号「農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について」の国分の１１番は、転用はやむを得ないということで許可という意見です。こ

れについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

の国分の１１番は、転用は許可ということに決定いたしました。つきましては２５日開催の県農業会議

に諮問いたします。３０番委員は着席してください。 

 

○        〔３０番委員着席〕 

 

 

 

 △ 議案第７号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 

次に、議案第７号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっ

せん事業実施要領規定によるあっせん申出が、貸付希望３件、借受希望４件の計７件が提出されました

ので審議を求めます。調査委員の現地調査報告をお願いします。貸付希望、国分の１番と２番、１２番

委員。 



 33 

 

○１２番委員 

７号貸付希望１番と２番を報告します。 

申請地はヤマダ電機の西に位置し、良好な農地です。あっせんを引き受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

貸付希望、３番、３５番委員。 

 

○３５番委員 

７号貸付希望３番を報告します。 

申請地は南東に山があり、影が差す場所でありますが、努力しあっせんを引き受けたいと思います。

以上です。 

 

○議長（会長） 

借受希望、１番、７番委員。 

 

○７番委員 

７号借受希望１番を報告します。 

近年、竹子原では耕作してない農地が少ないのですが、申請者は若く、やる気も大いにありますので、

あっせんを引き受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

借受希望、２番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

７号借受希望２番を報告します。 

申請者は溝辺の認定農業者であります。要望の多い場所を希望されていますが、あっせんを引き受け

たいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

借受希望、３番、７番委員。 

 

○７番委員 

７号借受希望３番を報告します。 

申請者は最近姶良から移転されてきました。小さなほ場でも良いとの事ですので、あっせんを引き受

けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

借受希望、４番、１４番委員。 
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○１４番委員 

７号借受希望４番を報告します。 

申請者は規模拡大のため最低でも５，０００㎡欲しいとの事です。隼人の嘉例川、溝辺の麓、空港周

辺を要望されており、難しい場所ではありますがあっせんを引き受けたいと思います。以上です。 

 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案７号「あっせん申出について」の貸付希望

３件、借受希望４件の計７件につきましては、あっせんを行うことを承認することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

○          〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第７号「あっせん申出について」の貸付希望３件、借受希望４件

の計７件につきましては、あっせんを行うことに決定いたしました。 

それでは、あっせん委員を指名いたします。貸付希望１番と２番を１２番委員と２３番委員に、３番

を３５番委員と１１番委員に、借受希望１番を７番委員と３２番委員に、２番を２７番委員と１３番委

員に、３番を７番委員と３２番委員に、４番を１４番委員と３７番委員に。以上のとおりあっせん委員

を指名させていただきました。お互いに連絡を密にしてあっせん行動が整いますようお願いいたします。 

以上で平成２８年第３回農業委員会定例総会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしまし

た。 

次に「その他」はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

これで平成２８年第３回霧島市農業委員会定例総会を閉会いたします。本日はこれにて散会いたします。 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。 

 

 

「閉 会  午後 ４時１０分」 
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